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議案第１１５号 

 

   うるま市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 うるま市職員の給与に関する条例（平成１７年うるま市条例第３８号）の一部

を次のように改正する。 

 

第２４条第２項中「１００分の１２２．５」を「、６月に支給する場合において

は１００分の１２２．５、１２月に支給する場合においては１００分の１２７．

５」に改め、同条第３項中「１００分の１２２．５」を「、６月に支給する場合に

おいては１００分の１２２．５、１２月に支給する場合においては１００分の１２

７．５」に、「１００分の６８．７５」を「、６月に支給する場合においては１０

０分の６８．７５、１２月に支給する場合においては１００分の７１．２５」に改

める。 

 

第２７条第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「、６月に支給する場合に

おいては１００分の１０２．５、１２月に支給する場合においては１００分の１０

７．５」に改め、同項第２号中「１００分の４８．７５」を「、６月に支給する場

合においては１００分の４８．７５、１２月に支給する場合においては１００分の

５１．２５」に改める。 

 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 

職員の

区分 

 職務

の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

給料月

額 

定年前

再任用

短時間

    円 円 円 円 円 円 円 

１ 183,500 230,000 261,300 287,300 309,800 335,000 373,400 

２ 184,600 231,500 262,300 288,900 311,500 336,900 376,000 
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勤務職

員以外

の職員 

３ 185,800 233,000 263,300 290,400 313,200 338,700 378,300 

４ 186,900 234,500 264,300 291,900 314,700 340,500 380,500 

５ 188,000 236,000 265,300 293,400 316,100 342,200 382,400 

６ 189,700 237,500 266,300 294,900 317,400 343,900 384,700 

７ 191,300 239,000 267,300 296,300 318,700 345,500 386,800 

８ 192,900 240,500 268,300 297,600 320,000 347,200 388,800 

９ 194,500 242,000 269,300 298,800 321,300 348,800 390,800 

１０ 196,200 243,400 270,300 300,300 323,100 350,500 393,100 

１１ 197,800 244,800 271,300 301,800 324,900 352,100 395,300 

１２ 199,400 246,200 272,300 303,200 326,600 353,700 397,500 

１３ 201,000 247,400 273,300 304,600 328,300 355,200 399,700 

１４ 202,700 248,600 274,300 305,700 330,000 356,900 402,000 

１５ 204,400 249,800 275,300 306,700 331,700 358,500 404,200 

１６ 206,100 251,000 276,400 307,900 333,400 360,100 406,500 

１７ 207,400 252,100 277,400 309,100 335,000 361,700 408,300 

１８ 209,000 253,200 278,700 310,700 336,700 363,500 410,200 

１９ 210,600 254,300 280,000 312,300 338,400 365,000 412,100 

２０ 212,100 255,400 281,200 313,900 340,000 366,600 413,900 

２１ 213,600 256,400 282,500 315,400 341,500 368,000 415,700 

２２ 215,200 257,400 283,800 317,000 343,100 369,600 417,500 

２３ 216,800 258,400 285,000 318,600 344,700 371,200 419,300 

２４ 218,400 259,400 286,200 320,200 346,200 372,700 421,100 

２５ 220,000 260,400 287,300 321,700 347,600 374,600 422,700 

２６ 221,700 261,300 288,500 323,400 349,300 376,500 424,200 

２７ 223,000 262,200 289,800 325,000 350,900 378,400 425,700 

２８ 224,300 263,100 291,100 326,600 352,500 380,200 427,200 

２９ 225,600 263,900 292,400 328,000 353,700 381,700 428,700 

３０ 226,700 264,700 293,400 329,700 355,200 383,500 430,000 

３１ 227,800 265,500 294,400 331,400 356,700 385,200 431,300 

３２ 228,900 266,300 295,500 333,000 358,200 386,800 432,500 

３３ 230,000 267,000 296,600 334,200 359,900 388,500 433,700 
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３４ 231,100 267,800 297,800 336,100 361,700 389,900 435,000 

３５ 232,200 268,600 298,900 337,800 363,400 391,300 436,300 

３６ 233,300 269,300 300,100 339,400 365,100 392,700 437,500 

３７ 234,400 270,000 301,300 340,900 366,500 394,100 438,700 

３８ 235,400 270,800 302,600 342,500 367,800 395,300 439,500 

３９ 236,400 271,600 303,900 344,100 369,000 396,500 440,300 

４０ 237,300 272,300 305,200 345,700 370,400 397,500 441,100 

４１ 238,200 273,000 306,500 347,400 371,500 398,600 441,700 

４２ 239,100 273,800 307,800 349,200 372,400 399,800 442,300 

４３ 239,900 274,600 309,100 351,000 373,400 400,900 442,900 

４４ 240,700 275,300 310,400 352,800 374,500 402,000 443,500 

４５ 241,400 276,000 311,700 354,300 375,300 402,700 444,200 

４６ 242,000 276,700 313,000 355,700 376,200 403,400 445,000 

４７ 242,600 277,400 314,300 357,100 377,100 404,100 445,400 

４８ 243,200 278,100 315,400 358,500 377,900 404,800 446,100 

４９ 243,800 278,800 316,300 360,000 378,700 405,400 446,600 

５０ 244,400 279,500 317,600 360,800 379,500 406,000 447,000 

５１ 245,000 280,200 318,900 361,800 380,300 406,500 447,400 

５２ 245,500 280,900 320,200 362,800 381,000 406,900 447,800 

５３ 246,000 281,500 321,400 363,700 381,700 407,300 448,200 

５４ 246,400 282,200 322,700 364,800 382,400 407,500 448,600 

５５ 246,700 282,800 323,900 365,700 383,100 407,800 449,000 

５６ 247,000 283,500 325,100 366,700 383,800 408,100 449,300 

５７ 247,300 284,100 326,400 367,600 384,300 408,400 449,600 

５８ 247,600 284,800 327,500 368,300 384,900 408,700 450,000 

５９ 247,900 285,400 328,600 369,000 385,500 409,000 450,300 

６０ 248,200 286,100 329,700 369,600 386,200 409,300 450,600 

６１ 248,500 286,700 330,400 370,000 386,600 409,500 450,900 

６２ 248,800 287,400 331,300 370,600 387,200 409,800   

６３ 249,100 288,000 332,000 371,300 387,800 410,100   

６４ 249,400 288,500 332,800 372,000 388,300 410,400   
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６５ 249,700 289,000 333,600 372,300 388,700 410,600   

６６ 250,000 289,600 334,000 373,000 389,300 410,900   

６７ 250,300 290,100 334,600 373,700 389,900 411,200   

６８ 250,600 290,700 335,300 374,300 390,400 411,500   

６９ 250,900 291,200 336,100 374,600 390,800 411,700   

７０ 251,200 291,700 336,800 375,100 391,300 412,000   

７１ 251,500 292,300 337,500 375,700 391,800 412,300   

７２ 251,800 292,900 338,100 376,300 392,400 412,500   

７３ 252,100 293,400 338,600 376,600 392,700 412,700   

７４ 252,400 293,900 339,200 377,200 393,100 413,000   

７５ 252,700 294,300 339,700 377,900 393,500 413,300   

７６ 253,000 294,600 340,300 378,500 393,900 413,500   

７７ 253,300 294,800 340,600 378,900 394,200 413,700   

７８ 253,600 295,100 341,100 379,400 394,500 414,000   

７９ 253,900 295,300 341,500 380,000 394,800 414,300   

８０ 254,200 295,600 341,900 380,500 395,000 414,500   

８１ 254,500 295,800 342,300 381,000 395,200 414,700   

８２ 254,800 296,000 342,800 381,600 395,500 415,000   

８３ 255,100 296,300 343,300 382,100 395,800 415,300   

８４ 255,400 296,500 343,800 382,400 396,000 415,500   

８５ 255,700 296,800 344,100 382,800 396,200 415,700   

８６ 256,000 297,100 344,500 383,300 396,500     

８７ 256,300 297,400 344,900 383,700 396,800     

８８ 256,600 297,700 345,300 384,100 397,000     

８９ 256,900 298,000 345,600 384,500 397,200     

９０ 257,200 298,300 346,000 385,000 397,500     

９１ 257,500 298,600 346,400 385,400 397,800     

９２ 257,800 299,000 346,800 385,800 398,000     

９３ 258,100 299,200 347,000 386,100 398,200     

９４   299,400 347,400         

９５   299,700 347,800         
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９６   300,100 348,200         

９７   300,300 348,400         

９８   300,600 348,800         

９９   301,000 349,200         

１００   301,400 349,500         

１０１   301,600 349,800         

１０２   301,900 350,200         

１０３   302,200 350,600         

１０４   302,500 351,000         

１０５   302,700 351,500         

１０６   303,000 351,900         

１０７   303,300 352,300         

１０８   303,600 352,700         

１０９   303,800 353,200         

１１０   304,200 353,600         

１１１   304,600 353,900         

１１２   304,900 354,200         

１１３   305,100 354,700         

１１４   305,300           

１１５   305,600           

１１６   306,000           

１１７   306,200           

１１８   306,400           

１１９   306,700           

１２０   307,000           

１２１   307,400           

１２２   307,600           

１２３   307,900           

１２４   308,200           

１２５   308,500           
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定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 

192,000 219,500 260,000 279,700 294,900 320,600 362,700 

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第

２９条に規定する職員を除く。 

 

第２条 うるま市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

第２４条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、１２

月に支給する場合においては１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、

同条第３項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２２．５、１２月に支

給する場合においては１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「、６月

に支給する場合においては１００分の６８．７５、１２月に支給する場合においては

１００分の７１．２５」を「１００分の７０」に改める。 

 

第２５条第３号及び第４号並びに第２６条第１項第１号及び第３項第１号中「禁

錮」を「拘禁刑」に改める。 

 

  第２７条第２項第１号中「、６月に支給する場合においては１００分の１０２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に

改め、同項第２号中「、６月に支給する場合においては１００分の４８．７５、１２

月に支給する場合においては１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行

する。 

 （１）  第１条及び附則第１項から第３項まで 令和７年１月１日 

（２） 第２条（第２５条及び第２６条の改正規定を除く。） 令和７年４月１日 

（３） 第２条中第２５条及び第２６条の改正規定並びに附則第４項 令和７年６
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月１日 

２ 第１条の規定による改正後のうるま市職員の給与に関する条例（以下「改正後の給

与条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の

うるま市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与

条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （経過措置） 

４ 附則第１項第３号に定める施行の日前に禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定めら

れている罪につき起訴された者は、同号に定める施行の日以後のうるま市職員の給

与に関する条例第２６条第１項第１号の規定による拘禁刑が定められている罪につ

き起訴をされた者とみなす。 

 

 令和６年１２月１２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

令和６年人事院勧告及び沖縄県人事委員会勧告に鑑み、市職員の給与を改定するため、

及び刑法の改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 
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議案第１１６号 

 

   うるま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

 うるま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年うるま市

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１３条中「給与」を「給料」に改める。 

 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

 会計年度任用職員給料表 

 職務の級 １級 ２級 

号給 給料月額 給料月額 

円 円 

１ １８３，５００ ２３０，０００ 

２ １８４，６００ ２３１，５００ 

３ １８５，８００ ２３３，０００ 

４ １８６，９００ ２３４，５００ 

５ １８８，０００ ２３６，０００ 

６ １８９，７００ ２３７，５００ 

７ １９１，３００ ２３９，０００ 

８ １９２，９００ ２４０，５００ 

９ １９４，５００ ２４２，０００ 

１０ １９６，２００ ２４３，４００ 

１１ １９７，８００ ２４４，８００ 

１２ １９９，４００ ２４６，２００ 

１３ ２０１，０００ ２４７，４００ 

１４ ２０２，７００ ２４８，６００ 

１５ ２０４，４００ ２４９，８００ 

１６ ２０６，１００ ２５１，０００ 

１７ ２０７，４００ ２５２，１００ 

１８ ２０９，０００ ２５３，２００ 

１９ ２１０，６００ ２５４，３００ 

２０ ２１２，１００ ２５５，４００ 

２１ ２１３，６００ ２５６，４００ 

２２ ２１５，２００ ２５７，４００ 

２３ ２１６，８００ ２５８，４００ 

２４ ２１８，４００ ２５９，４００ 

２５ ２２０，０００ ２６０，４００ 

２６ ２２１，７００ ２６１，３００ 

２７ ２２３，０００ ２６２，２００ 

２８ ２２４，３００ ２６３，１００ 

２９ ２２５，６００ ２６３，９００ 
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３０ ２２６，７００ ２６４，７００ 

３１ ２２７，８００ ２６５，５００ 

３２ ２２８，９００ ２６６，３００ 

３３ ２３０，０００ ２６７，０００ 

３４ ２３１，１００ ２６７，８００ 

３５ ２３２，２００ ２６８，６００ 

３６ ２３３，３００ ２６９，３００ 

３７ ２３４，４００ ２７０，０００ 

３８ ２３５，４００ ２７０，８００ 

３９ ２３６，４００ ２７１，６００ 

４０ ２３７，３００ ２７２，３００ 

４１ ２３８，２００ ２７３，０００ 

４２ ２３９，１００ ２７３，８００ 

４３ ２３９，９００ ２７４，６００ 

４４ ２４０，７００ ２７５，３００ 

４５ ２４１，４００ ２７６，０００ 

４６ ２４２，０００ ２７６，７００ 

４７ ２４２，６００ ２７７，４００ 

４８ ２４３，２００ ２７８，１００ 

４９ ２４３，８００ ２７８，８００ 

５０ ２４４，４００ ２７９，５００ 

５１ ２４５，０００ ２８０，２００ 

５２ ２４５，５００ ２８０，９００ 

５３ ２４６，０００ ２８１，５００ 

５４ ２４６，４００ ２８２，２００ 

５５ ２４６，７００ ２８２，８００ 

５６ ２４７，０００ ２８３，５００ 

５７ ２４７，３００ ２８４，１００ 

５８ ２４７，６００ ２８４，８００ 

５９ ２４７，９００ ２８５，４００ 

６０ ２４８，２００ ２８６，１００ 

６１ ２４８，５００ ２８６，７００ 

６２ ２４８，８００ ２８７，４００ 

６３ ２４９，１００ ２８８，０００ 

６４ ２４９，４００ ２８８，５００ 

６５ ２４９，７００ ２８９，０００ 

６６ ２５０，０００ ２８９，６００ 

６７ ２５０，３００ ２９０，１００ 

６８ ２５０，６００ ２９０，７００ 

６９ ２５０，９００ ２９１，２００ 

７０ ２５１，２００ ２９１，７００ 

７１ ２５１，５００ ２９２，３００ 

７２ ２５１，８００ ２９２，９００ 

７３ ２５２，１００ ２９３，４００ 

７４ ２５２，４００ ２９３，９００ 
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７５ ２５２，７００ ２９４，３００ 

７６ ２５３，０００ ２９４，６００ 

７７ ２５３，３００ ２９４，８００ 

７８ ２５３，６００ ２９５，１００ 

７９ ２５３，９００ ２９５，３００ 

８０ ２５４，２００ ２９５，６００ 

８１ ２５４，５００ ２９５，８００ 

８２ ２５４，８００ ２９６，０００ 

８３ ２５５，１００ ２９６，３００ 

８４ ２５５，４００ ２９６，５００ 

８５ ２５５，７００ ２９６，８００ 

８６ ２５６，０００ ２９７，１００ 

８７ ２５６，３００ ２９７，４００ 

８８ ２５６，６００ ２９７，７００ 

８９ ２５６，９００ ２９８，０００ 

９０ ２５７，２００ ２９８，３００ 

９１ ２５７，５００ ２９８，６００ 

９２ ２５７，８００ ２９９，０００ 

９３ ２５８，１００ ２９９，２００ 

９４  ２９９，４００ 

９５  ２９９，７００ 

９６  ３００，１００ 

９７  ３００，３００ 

９８  ３００，６００ 

９９  ３０１，０００ 

１００  ３０１，４００ 

１０１  ３０１，６００ 

１０２  ３０１，９００ 

１０３  ３０２，２００ 

１０４  ３０２，５００ 

１０５  ３０２，７００ 

１０６  ３０３，０００ 

１０７  ３０３，３００ 

１０８  ３０３，６００ 

１０９  ３０３，８００ 

１１０  ３０４，２００ 

１１１  ３０４，６００ 

１１２  ３０４，９００ 

１１３  ３０５，１００ 

１１４  ３０５，３００ 

１１５  ３０５，６００ 

１１６  ３０６，０００ 

１１７  ３０６，２００ 

１１８  ３０６，４００ 

１１９  ３０６，７００ 
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１２０  ３０７，０００ 

１２１  ３０７，４００ 

１２２  ３０７，６００ 

１２３  ３０７，９００ 

１２４  ３０８，２００ 

１２５  ３０８，５００ 

 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行し、この条例による改正後のうるま市

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（以下「改正後の給与及び費

用弁償に関する条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

２ 改正後の給与及び費用弁償に関する条例の規定を適用する場合においては、改

正前のうるま市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づ

いて支給された給与は、改正後の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給

与の内払とみなす。 

 

令和６年１２月１２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 令和６年人事院勧告及び沖縄県人事委員会勧告に鑑み、会計年度任用職員の報酬

等を改定するため、当該条例を改正する必要があり提案する。 



 

議案第１１７号 

 

うるま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例 

 

第１条 うるま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（平成

１７年うるま市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

 

 

第２条 うるま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を次のように改正する。 

 

第４条第２項中「１００分の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令

和７年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後のうるま市特別職の職員で常勤のものの給与及び

旅費に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年１２

月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前

のうるま市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基

づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみ

なす。 

 

 令和６年１２月１２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

うるま市一般職の職員の給与の改正との均衡を考慮し、うるま市特別職の職員

で常勤のものの期末手当を改定するため、当該条例を改正する必要があり提案す

る。 



 

議案第１１８号 

 

うるま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 うるま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１７年うるま

市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条第２項中「１００分の１７０」を「１００分の１７５」に改める。 

 

第２条 うるま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように

改正する。 

 

第２条第１項を次のように改める。 

議長、副議長、委員会（常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。）の

委員長（以下「委員長」という。）及び議員の報酬は、次のとおりとする。ただし、

二以上の職にあるときは、額の多い方とする。 

議長 月額 ４８３，０００円 

副議長 月額 ４３３，０００円 

委員長 月額 ４１６，０００円 

議員 月額 ４０８，０００円 

 

第２条第２項中「選挙された当月分から」の次に「、委員長にはその互選された当月

分から」を加え、同条第３項中「副議長」の次に「、委員長」を加える。 

 

第５条第２項中「１００分の１７５」を「１００分の１７２．５」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、令和７年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４

月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後のうるま市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、令和６年１２月１日から適用する。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前のうるま

市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末

手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 

 

 令和６年１２月１２日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

うるま市議会議員の議員報酬及び期末手当を改定するため、当該条例を改正する必要が

あり提案する。 
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